
河川堤防の強化を進めるために必要な財源の確保を求める意見書 
 
 本県は、日本有数の多雨地域であるとともに、急峻な地形が多く、各河川の河
口に広がる堆積低地を中心に市街地が発達しているため、毎年のように豪雨や台
風による浸水被害が発生している。近年では、平成２３年９月の紀伊半島大水害
や平成２４年６月の和歌山市南部での大規模な浸水被害が記憶に新しいところ
である。 
 また、先の平成２７年９月関東・東北豪雨では、多くの観測所で観測史上最多
雨量を記録する大雨となり、利根川水系鬼怒川をはじめとする多くの河川で甚大
な浸水被害が発生した。特に、鬼怒川で、常総市において約２００メートルにわ
たり堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流出や広範囲かつ長時間の浸水に
より近年の水害では類を見ないほどの多数の孤立者が発生したように、堤防の決
壊は、浸水被害を劇的に拡大させるものである。 
 本県では、浸水対策として、県内主要河川整備にかかる予算を近年増額して堤
防の整備等を推進しているが、現状では、早期に浸水被害の解消を図ることが困
難である。そのため、気候変動等による水害リスクの高まりを踏まえ、治水安全
度の不足する危険箇所での堤防決壊による甚大な浸水被害の発生を防ぐことが
できるよう、河川堤防の強化対策の推進が喫緊の課題となっている。 
 よって、国においては、河川堤防の強化を計画的に推進することができるよう、
平成２８年度政府予算編成で必要な財源を確保するとともに、下記の事項につい
て特段の措置を講じられるよう強く要望する。 
 

記 
 
１ 決壊のリスクが高い危険箇所における河川堤防の質的強化 
  堤防決壊による甚大な被害の発生を防ぐため、早急に河川堤防の質的強化対
策の推進を図ること。 

 
２ 河川堤防構造の研究（越水に耐えられる粘り強い構造） 
  堤防決壊までの時間を少しでも延ばし、被害軽減を図るための河川堤防構造
について、早急に技術的な検討を進めること。 

 
３ 河川堤防強化対策推進のために必要な財源確保（治水予算の確保） 
  河川堤防の強化対策とともに県内主要河川整備を引き続き着実に推進する
ため、必要な財源を確保すること。 

 
 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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